
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品川駅統一宣伝行動 

問い合わせ先：JAL被解雇者労働組合（JHU） 080-4905-3383 

 

被解雇者労働組合（JHU）が東京都労働委員会に不当労働行為の救済を求めて

いる「JAL 事件」と「国交省事件」は、９月以降救済命令が出される予定です。

たとえ救済命令が出されても争議がすぐに解決することにはなりません。JAL に

争議の全面解決を決断させるために、「東京連絡会」も「JAL 争議支援全国ネット

ワーク」も更に運動を強めていく決意です。 

 

 

鳥取社長！「コミュニケーションが足りなかった」と言うなら、 

私たちと真摯に向き合い、解決のための話し合いをしてください！ 

 

 

解雇当時の削減人数について、会社は裁判中を理由に非公開にし、未だに公表 

していません。8/29 の交渉で会社（飯塚本部長付専任部長）は、 

「裁判で全て審議された。削減人数を公開するつもりはない」と発言しました。 


